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第１８５回教育研究評議会議事要録 

１ 日   時  平成３１年２月２２日（金）１５：３２～１６：３６ 

２ 場   所  事務局第１会議室 

３  議   事 

(1) 高度被ばく医療支援センター間の連携協力に関する協定の締結について 

   理事（研究・国際担当）及び高村医歯薬学総合研究科教授から，資料１に基づき，高度被ばく医

療支援センター間の連携協力に関する協定の締結について説明があり，審議の結果，了承された。 

(2) 国立大学法人長崎大学と学校法人鹿児島純心女子学園との連携に関する協定の締結について 

   理事（研究・国際担当）及び高村医歯薬学総合研究科教授から，資料２に基づき，学校法人鹿児

島純心女子学園との連携に関する協定の締結について説明があり，審議の結果，了承された。 

(3) 長崎大学薩摩川内サテライトキャンパス規則の制定について 

   理事（総務担当）から，資料３に基づき，鹿児島県薩摩川内市に設置する長崎大学薩摩川内サテ

ライトキャンパスについて必要な事項を規定するための規則を制定することについて説明があり，

審議の結果，了承された。 

(4) 長崎大学経営協議会（学外委員）に係る意見聴取について 

   学長から，資料４に基づき，平成３１年３月３１日及び平成３１年４月２０日で任期満了となる

経営協議会の学外委員２名の再任について説明があり，審議の結果，了承された。 

(5) 人文社会科学域及び総合生産科学域の設置に伴う学内規則の整備について 

   理事（総務担当）から，資料５に基づき，人文社会科学域及び総合生産科学域を平成３１年４月

１日に設置することに伴い，学内規則の整備について説明があり，審議の結果，一部修正のうえ了

承された。 

(6) 長崎大学に置く講座，学科目等に関する規則の廃止について 

   理事（総務担当）から，資料６に基づき，より柔軟に教員組織を編成することに資するため，教

員を所属させる組織としての講座，学科目等を規定した長崎大学に置く講座，学科目等に関する規

則を廃止することについて説明があり，審議の結果，了承された。 

(7) 長崎大学学則の一部改正について 

   理事（教学担当）から，資料７に基づき，教員組織をより柔軟に編成すること，環境科学部にお

いて高等学校教諭一種免許状（公民）に関して課程認定を取り下げることの理由により，所要の改

正を行う旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

(8) 長崎大学大学院学則の一部改正について 

   理事（教学担当）から，資料８に基づき，教員組織をより柔軟に編成すること，新たな知の創造
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と活用を主導し次代を牽引する価値を創造するとともに，社会的課題の解決に挑戦して社会にイノ

ベーションをもたらすことができる博士人材を育成する教育を行う卓越大学院プログラムを開設す

ること，経済学研究科博士後期課程学生への教育効果を考慮し，修了要件の単位数を改めることの

理由により，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

(9) 長崎大学学位規則の一部改正について 

   理事（教学担当）から，資料９に基づき，論文審査の専門性及び透明性の観点から，１人を限度

として他の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査員とすることができるよ

うにすることの理由により，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

(10) 長崎大学卓越大学院プログラム「世界を動かすグローバルヘルス人材育成プログラム」規程の制定

について 

   理事（教学担当）から，資料１０に基づき，卓越大学院プログラム「世界を動かすグローバルヘ

ルス人材育成プログラム」に関して必要な事項を定めるために，長崎大学卓越大学院プログラム「世

界を動かすグローバルヘルス人材育成プログラム」規程を制定することについて説明があり，審議

の結果，了承された。 

(11) 長崎大学教養教育履修規程の一部改正について 

   理事（教学担当）から，資料１１に基づき，学生の教育効果を考慮し，多文化社会学部，歯学部

及び薬学部における外国語科目の最低修得単位数を見直すことに伴い，「Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇ

ｌｉｓｈ Ⅰ」及び「Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅱ」を廃止し，関係規定を整備するこ

と，スポーツ演習の標準履修年次を見直すことに伴い，所要の改正を行う旨の説明があり，審議の

結果，了承された。 

(12) 長崎大学における外国語技能検定試験等の成果に係る学修の取扱いに関する細則の一部改正につ

いて 

   理事（教学担当）から，資料１２に基づき，多文化社会学部，歯学部及び薬学部における外国語

科目の最低修得単位数を見直し，「Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅰ」及び「Ａｄｖａｎｃｅ

ｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ⅱ」を廃止することに伴い，関係規定を整備するため，一部字句の整備を含

め所要の改正を行う旨の説明があり，審議の結果，了承された。 

(13) 学生の懲戒処分について 

   （学生の個人情報を含む審議事項であるため非公開） 

以上 


